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・（株）ベルトリー　様
・音楽教室　音教　様
・㈱真・成美堂　様
・山田塗装　様
・自衛隊福島地方協力本部白河  地域事務所　様
・大政興業㈱　様
・合同会社プラスタ　様・アクサ生命保険㈱　様

前払利用券 「がんばる地元の飲食店応援券」前払利用券 「がんばる地元の飲食店応援券」

7/1 ～販売開始＆参加店随時募集中 ‼7/1 ～販売開始＆参加店随時募集中 ‼

　6月１５日（月）、当所にて令和３年３月新規高等学校卒業予定者への就職機会の

確保の要請を福島県高等学校協会、福島県高等学校ＰＴＡ連合会より受けました。

　コロナウイルス感染症拡大の影響が経済活動に多大な影響を受けている中での就職

活動については、例年より企業情報が入手困難な状況のため、生徒・保護者は非常に

不安を感じており、地元就職志向の生徒への採用枠の確保をお願いしたいとのお話が

ありました。

　会員事業所におかれましては、求人票の早期提出と採用枠の維持・拡大に努めてい

ただくようご協力をお願いいたします。

令和３年３月新規高等学校卒業者への就職機会確保のお願い令和３年３月新規高等学校卒業者への就職機会確保のお願い

　このたび、福島県より委託を受け「プレミアム付き前払利用券」を取扱店で7月1日（水）から販売開始いたし

ます。この応援券は、飲食店を応援したいという常連さんやファンの想いと頑張っている飲食店をつなげるための

のものですので、購入したお店でのみ使える応援券となっています。利用者は、１枚1,000円の応援券を購入する

と1,200円または1,100円分利用することができます。有効期限は令和3年1月31日（日）までとなります。

　白河商工会議所管内からは6月26日現在で、以下の56店舗が参加していますので、ぜひご利用ください！

①日本料理 楓②旅館 大黒屋③梅寿④廻鮮寿司 八千代(8月中旬から利用可能)⑤レストラン 千草屋⑥レスト

ラン二光⑦王王楼⑧赤門新館⑨櫓⑩新駒本⑪つぼ八新白河店⑫だいにんぐ膳⑬のみくい処やまだや⑭ダイニ

ングはなたれ⑮串亭⑯和風居酒屋かどや⑰海鮮居酒屋 美国⑱月のあかり⑲焼肉天心⑳炭火焼肉 牛楽

　応援券取扱店は、7月31日（金）まで随時募集を受け付けています。取扱店の負担はなく、利用

者にとっては大変お得な応援券となっておりますので、ぜひお申込みください。ただし、取扱店は

WEB掲載での周知となりますので、ご了承ください。

お申込み詳細はこちらから⇒

利用可能店はこのポスターが目印☝飲食店の皆さまへ飲食店の皆さまへ

企画総務課　☎23-3101問

利用者の皆さまへ利用者の皆さまへ

①食堂みやた②料理屋こうりんぼう③割烹 川亀④四季彩 柔⑤双葉寿司⑥白河料亭 花文⑦ブラッスリーラ・

セゾン⑧CAFE&DINING GRACE⑨kitchen dining iitte-micca⑩リールブロス⑪レストラン プラネット

⑫カフェド・タントゥ⑬MUNAKATA⑭夢の照す⑮弁当マイルド⑯そば処丸八⑰麵屋 雅宗⑱麵屋 金蔵

⑲大竹屋⑳そば処 茶園㉑そば処 大福家㉒ラーメンやたべ㉓かこい食堂㉔手打ち蕎麦和楽㉕CARIBOO

㉖カフェバール茶房瑠㉗ほらふきや㉘彩旬彩香 寿美鈴㉙からあげ屋 黒㉚呑み屋 ほの字㉛美酒・鮮菜Haru

㉜大衆割烹みこし㉝荻原屋㉞Crape Miｍi㉟Carino㊱ランプカフェ

プレミアム率 10％のお店プレミアム率 10％のお店

プレミアム率 20％のお店プレミアム率 20％のお店
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【募集職種】一般事務職・若干名　【採用予定日】令和3年4月1日

【応募資格】次のいずれかに該当する者

①4年生大学又は大学院を令和3年3月に卒業（修了）見込みの者。

（学部、学科不問）

②4年生大学又は大学院を卒業した者で、民間企業等における職務経

験を直近5年中（平成28年4月1日から令和3年3月31日まで）の期間に

おいて、通算3年以上有する40歳未満の者。

【申込方法】採用試験募集要項、エントリーシートを白河商工会議所及

びホームページ上で交付しています。募集要項をご参照の上お申し込

み下さい。

【申込締切日】令和2年8月31日（月）必着

【一次試験】令和2年10月3日（土）午前9時頃から午後1時頃まで

【申込・問合せ先】白河商工会議所　企画総務課　℡23-3101

白河商工会議所職員採用試験のご案内白河商工会議所職員採用試験のご案内 次亜塩素酸水無償配布のお知らせ次亜塩素酸水無償配布のお知らせ

　当所では、市内事業者等を対象に除菌効

果の期待ができる「次亜塩素酸水」の無償

配布を開始しました。次亜塩素酸水は、椅

子・机などの除菌に利用できますので、ぜ

ひご利用ください。

【配布場所】白河商工会議所
【配布時間】平日午前9時～午後５時
【来所時の注意】
・洗浄済ボトル容器(金属不可)を持参下さい
・配布量は１回当たり500mlとします
・37.5度以上の熱がある場合はご来所を
　お控えください。
※詳細は折込チラシをご覧ください

クーポン DE

しらかわんチームキャンペーン

敬老祝い商品券

対象者 白河市民 ７５歳以上の市民

概要 /

発行総額

割引クーポン券を

白河市民世帯主に配布するもの

（約 25,000 世帯）

17,502,000 円（R2.6.1 現在）

配布額 １世帯　１, ５００円（２５０円×６枚） １人　２，０００円（５００円×４枚）

※敬老会の記念品として配布

使用期限 令和２年８月上旬～令和２年 10 月３１日 令和２年９月１日～令和３年１月３１日

加盟店範囲 白河市内に本店がある店舗で白河市内にて事業を営み、且つ店舗を有する事業所

加盟店負担 なし 換金手数料２％

換金方法 商工会議所・商工会にて換金、現金又は小切手を振出（月２回） 

申込期限 ７月２４日（金）

　次の２つの事業の参加加盟店を同時に募集いたしますので、ぜひご登録をお願いいたします！

詳細は下記の他、折込みチラシをご確認ください。

白河市経済対策第２弾クーポン券＆白河市経済対策第２弾クーポン券＆

　　　　敬老祝い商品券取り扱い加盟店同時募集 !!　　　　敬老祝い商品券取り扱い加盟店同時募集 !!

白河商工会議所　☎23-3101問

白河商工会議所　☎23-3101問
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各種補助金情報のご案内各種補助金情報のご案内

源泉所得税の納付猶予について源泉所得税の納付猶予について

労働保険料の納付猶予について労働保険料の納付猶予について

①申請書（福島県HPよりダウンロードまたは市役所にて入手可能）

②事業活動がわかる書面　③振込先の通帳の写し

【(1)又は(2)のどちらかに該当する場合の書類を提出】

(1)国の持続化給付金の交付を受けた場合⇒持続化給付金決定通知書の写し

(2)国の持続化給付金の交付を受けていない場合（今後受ける予定がある場合を含む）

　⇒２０２０年４月期又は５月期の売上が対前年同月比５０％以上減少したことがわかる書面

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金のご案内福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金のご案内
①県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、福島県新型コロナウ

イルス感染症拡大防止協力金・交付金の対象でない方

②令和２年４月期又は５月期の売上が対前年同月比５０％以上減少したことを理由として国の持続化

給付金の交付を受けているまたは、持続化給付金を申請予定であること

③ 国が示した「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること

１０万円

対　　象

交 付 額

申請方法

申請期限 お問合せ令和２年９月３０日 福島県休業給付金専用相談窓口　024-521-8575

　源泉所得税を納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適⽤できる場合があ

ります。適⽤する場合は別途、税務署に申請⼿続きが必要になりますので、まずは、各国税局の国税局猶予相談

センターにお電話にてご相談ください。

　令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が 令和２年８月３１日まで延長されました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、

申請により、労働保険料等の納付を、１年間猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金 ものづくり・商業・サービス

生産性向上促進補助金一般型 コロナ特別対応型

補助率 ２／３以内 A 類型　  ２／３以内

B・C 類型３／４以内

[ 通常枠 ] 中小企業 １／２、小規模企業者・小規

模事業者 ２／３

[ 特別枠 ] A 類型 ２／３、B・C 類型 ３／４

補助上限額 ５０万円 １００万円 １，０００万円

応募締切 第３回 2020 年 10 月 2 日（金）

第４回 2021 年２月５日（金）

※消印有効

第３回 2020 年 8 月 7 日（金）

第４回 2020 年 10 月 2 日（金）

※必着

2020 年 8 月 3 日（月）17 時

※必着

備考 コロナ特別対応型、特別枠は補助対象経費の１／６以上が、下記のいずれかの要件に合

致する投資であること

A 類型：サプライチェーンの毀損への対応、B 類型：非対面型ビジネスモデルへの転換、

C 類型：テレワーク環境の整備

　小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が商工会議所の支援を受けて作成した経営計画書に基づく、地道な販路開拓等への取組に対し、

費用の補助を受けることが出来る制度です。新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路

開拓等に取り組む事業者等への重点的な支援を図る「コロナ特別対応型」もあります。

　　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
　中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用

拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開

発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。さらに、新型コロナウイル

スが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を

引き上げた「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します。

お問合せ 仙台国税局　0120-945-430

白河商工会議所　☎23-3101問
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  専門相談のご案内  要予約
内　容 相 談 機 関 日　　時

無料法律相談 吉川幸雄弁護士
７月１４日(火)

13時～15時

金融相談

日本政策金融公庫
郡山支店国民生活事業

７月８日(水)

10時30分～正午

日本政策金融公庫
福島支店中小企業事業

７月９日(木)

13時～15時

雇用調整助成金

個別相談　他

福島県働き方改革

支援センター

毎週金曜日

13時～17時

● 2020年度　白河商工会議所各種検定試験施行日●

◎申込方法：所定の申込用紙に必要な事項を記入の上、受験料を添えてお申込下さい。

検定試験名・級等 施行日 申込受付期間 受験料（税込）

簿　記 第15６回 11月15日(日)
10月１日(火)～

10月16(金)

1 級：7,850円

２級：4,720円

３級：2,850円

販売士 第 8 7 回 2月17日(土)
12月14日(月)～

1月22日(金)
３級：4,200円

珠　算 第220回 10月25日(日)
9月7日(月)～

9月24日(木)

１級：2,340円

２級：1,730円

３級：1,530円

LOBO調査は、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」を全国約3,900社に

毎月調査しているものです。当所では20社の会員事業所にご協力いただいております。

業況の全産業DIは△0.7で前月比+0.1ポイント。業種別にみると、すべての業種において「悪化」

の回答、数値は横ばいであった。規模別にみても、小規模事業者、それ以外で横ばいとなっている。

　DI＝（好転と回答した割合）－（悪化と回答した割合）

白河商工会議所管内の業種別業況

商工会議所 LOBO調査 2020年６月調査結果

建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業

https://cci-lobo.jcci.or.jp/

日
本
商
工
会
議
所

Ｌ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
調
査
Ｈ
Ｐ

無料 WEBセミナーのご案内
WEBセミナーは白河商工会議所の会員限定サ

ービスです。会員企業の皆様に『経営実務』

『社員研修』『労務』『経理』などのセミナ

ーをパソコンで視聴いただけます。経営支援

情報の入手、社内研修として、自己啓発など

に是非ご活用ください。なお、視聴にはアカ

ウント（IDとパスワード）が必要です。サー

ビスをご利用希望の方は、下記までお問い合

わせください。

経済産業省第２次補正予算コロナウイルス感染症施策のポイント

▲

家賃支援給付金

▲

雇用調整助成金

　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請によって、売上の急減に直面する事業者の事業継続を

下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」

を支給します。

【給付対象者】

テナント事業者のうち、本年５月～１２月において①・②のいずれかに該当する中堅企業、中小企業、

小規模事業者、個人事業者等。

①いずれか１ヶ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少

②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で３０％以上減少

【給付額・給付率】

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額2/3）を、６ヶ月分の給付額に相当する額

を支給。

※申込方法等・詳細が分かり次第、別途お知らせいたします。

　助成額の上限額の引き上げ及び助成率が拡充されました。

１．助成額の上限の引き上げ…1人あたり日額8,330円→「15,000円」に引き上げ

２．解雇等をせず雇用維持に努めた中小企業の助成率の拡充…原則9/10→「一律10/10（100％）」に拡充

※Ｒ2年4月1日～9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象。すでに受給申請済みの方も適用

【遡及適用】

・１および２の引き上げ及び拡充については、すでに申請済みの方についても、令和2年4月1日にさかのぼっ

て適用となります。※労働局・ハローワークにて差額を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。

・過去の休業手当を見直し、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分について

の追加支給のための手続きが必要となります。

【緊急対応期間の延長】

　緊急対応期間の終期を令和2年9月30日まで延長、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用

【出向の特例措置等】

　支給対象となる出向について、緊急対応期間内においては、「1か月以上1年以内」に緩和

ハローワーク白河　☎24-1256問

中小企業相談所　☎23-3101

メール：info@shirakawa-cci.or.jp

問

白河商工会議所　☎23-3101問


